文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」に於ける 共用設備の利用等にあたっての確認書


東京科学大学ナノ構造造形支援事業実施責任者 殿


私は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」における共用 設備の利用等にあたり、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイ ドライン」（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）に基づいた東京科学大学の不正の防止に対する取り組みの内容を理解し、下記の通り約束します。



記



[bookmark: _GoBack]１．東京科学大学と締結する契約あるいは約款、及びその他東京科学大学の定める事項、及び自身が所属する機関の規則を遵守します。

２．研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外 の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。
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